
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
御
代
田
町
公
式
L
I
N
E
」

　
　
　

 

と
も
だ
ち
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

町
公
式
L
I
N
E
で
は
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
、
防
災
情
報
、

暮
ら
し
の
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
各
種
申
し
込

み
な
ど
、
便
利
な
機
能
も
実
装
し
て
い
き
ま
す
。

納　期　限

3 31月曜日
◦上水道料金（3月期分）
　 大口2月使用分

◦下水道使用料（3月期分）
　 大口2月使用分

◦国民健康保険税（10期分）

◦後期高齢者医療保険料（9期分）

◦保育料（3月分）

◦町営住宅使用料（3月分）

3月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

　

町
営
有
料
駐
車
場（
駅
西
駐
車

場
・
駅
北
駐
車
場
）の
契
約
利
用

者
を
募
集
し
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
に
契
約
を
さ
れ
た

方
も
自
動
更
新
と
は
な
ら
ず
、
申

し
込
み
の
必
要
が
あ
り
ま
す
。

募
集
台
数　
駅
西
駐
車
場　
24
台

　
　
　
　
　
駅
北
駐
車
場　
60
台

契
約
料
金　

年
額
３
６
，
０
０
０
円

※
駅
北
は
月
単
位
で
も
契
約
で
き

ま
す
。
ま
た
、
都
合
に
よ
り
中

途
で
解
約
さ
れ
た
場
合
は
、
未

使
用
月
分
を
月
割
り
で
払
い
戻

し
し
ま
す
。

募
集
期
間　
２
月
25
日（
水
）

～
３
月
11
日（
火
）

申
込
方
法

　
企
画
財
政
課
財
政
係
に
申
請
書

を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
郵
送
す
る

場
合
は
３
月
11
日（
火
）必
着
と

な
り
ま
す
。

　
申
請
時
の
添
付
書
類
は
次
の
と

お
り
で
す
。

・
駐
車
す
る
車
の
自
動
車
検
査
証

の
コ
ピ
ー（
複
数
台
利
用
さ
れ

る
場
合
は
全
て
の
車
に
つ
い
て
）

　
運
転
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
高

齢
の
方
の
運
転
免
許
証
の
自
主
返

納
を
支
援
す
る
た
め
、
運
転
免
許

証
を
自
主
返
納
さ
れ
た
方
に
対
し

て
、
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券
を
交

付
し
ま
す
。

対
象
者

　
次
の
①
・
②
に
該
当
す
る
方

①
申
請
時
に
満
70
歳
以
上
で
御
代

田
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
方

②
令
和
３
年
４
月
１
日
以
降
に
運

転
免
許
証
を
自
主
返
納
さ
れ
た

方
支
援
内
容

　
１
人
１
回
に
限
り
、
タ
ク
シ
ー

利
用
助
成
券（
１
枚
に
つ
き
1
，

0
0
0
円
分
）を
24
枚
交
付
し
ま

す
。

　
町
で
は
、
現
行
の
長
野
県
の
景
観
計
画
の
枠
組

み
か
ら
外
れ
、
町
の
景
観
特
性
を
踏
ま
え
た
御
代

田
町
独
自
の
景
観
計
画
の
策
定
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
町
民
の
皆
さ
ま
と
共
に
御
代
田
町

の
景
観
づ
く
り
に
つ
い
て
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
催
し
ま
す
。

　

身
近
な
暮
ら
し
の
場
の
景
観
づ
く
り
に
つ
い

て
、
楽
し
み
な
が
ら
考
え
て
い
た
だ
け
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
す
。
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。
開
催
は
地
区
ご
と
に
左
記
の
日
程
で

行
い
ま
す
。　

日
時
・
場
所

○
伍
賀
会
場

　
３
月
15
日（
土
）　
午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

　
場
所　
草
越
公
民
館

○
小
沼
会
場

　
３
月
22
日（
土
）　
午
前
10
時
～
正
午

　
場
所　
塩
野
地
区
世
代
間
交
流
セ
ン
タ
ー

○
御
代
田
会
場

　
３
月
22
日（
土
）　
午
後
1
時
30
分
～
3
時
30
分

　
場
所　
役
場
３
階　
委
員
会
室

※
会
場
は
地
区
ご
と
に
分
け
て
お
り
ま
す
が
、
ご

都
合
の
良
い
会
場
で
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

申
し
込
み
方
法

　
左
記
問
い
合
わ
せ
先
へ
お
電
話

ま
た
は
次
の
二
次
元
コ
ー
ド
よ
り

お
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
込
期
限

　
3
月
7
日（
金
）　
午
後
5
時
ま
で

問
い
合
わ
せ
先

　
建
設
水
道
課
都
市
計
画
係　
（
32
）３
１
２
９

町
営
有
料
駐
車
場

令
和
７
年
度
利
用
者
を
募
集
し
ま
す

高
齢
者
運
転
免
許
証

自
主
返
納
促
進
事
業
に
つ
い
て

景
観
計
画
策
定
に
向
け
た
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ

の
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す

・	

令
和
６
年
度
の
定
期
カ
ー
ド

（
駅
北
駐
車
場
を
令
和
６
年
度
よ

り
継
続
で
契
約
さ
れ
る
方
）

・	

運
転
免
許
証
の
コ
ピ
ー

◦
駅
西
駐
車
場

　

募
集
台
数
を
超
過
し
た
場
合
、

抽
選
に
よ
り
利
用
者
を
決
定
し
ま

す
。
ま
た
、
現
在
契
約
し
て
い
る

方
で
も
抽
選
の
場
合
、
駐
車
番
号

が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

抽
選
の
場
合

　
個
別
に
申
請
書
連
絡
先
に
電
話

連
絡
し
ま
す
。
抽
選
当
日
、
来
庁

で
き
な
い
場
合
は
、
委
任
状
に
よ

る
代
理
抽
選
も
受
付
し
ま
す
の
で
、

連
絡
時
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◦
駅
北
駐
車
場

　
先
着
順
に
な
り
ま
す
。

抽
選
日
時
・
場
所

　
3
月
19
日（
水
）午
後
6
時
か
ら

　
役
場
２
階　
大
会
議
室

問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
財
政
課
財
政
係

（
32
）３
１
１
２

※
こ
の
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
券
の

利
用
期
限
は
、
助
成
券
の
交
付

を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の

翌
年
度
末
ま
で
で
す
。

（
例
）

　
交
付
日

　
　
令
和
７
年
４
月
１
日

　
　
　
　
　
↓

　
利
用
期
限

　
　
令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で

申
請
方
法

　
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
運

転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
た
際

に
交
付
さ
れ
た「
申
請
に
よ
る
運

転
免
許
の
取
消
通
知
書
」の
写
し

と
申
請
書（
窓
口
ま
た
は
ホ
ー
ム

ぺ
ー
ジ
か
ら
取
得
可
能
）を
企
画

財
政
課
企
画
係（
２
階
13
番
窓
口
）

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
財
政
課
企
画
係

（
32
）3
1
1
2

令和７年度	令和７年度	 タクシー利用助成事業・タクシー利用助成事業・
	 障害者福祉タクシー利用助成事業	 障害者福祉タクシー利用助成事業

■ タクシー利用助成事業  ………………………保健福祉課介護高齢係 （31）2512
■ 障害者福祉タクシー利用助成事業  …………保健福祉課福祉係 （32）6522問い合わせ先

令和７年度、タクシー利用助成事業および障害者福祉タクシー利用助成事業を実施します。令和７年度、タクシー利用助成事業および障害者福祉タクシー利用助成事業を実施します。

種　類 タクシー利用助成事業 障害者福祉タクシー利用助成事業
窓　　口 保健福祉課介護高齢係（７番窓口） 保健福祉課福祉係（６番窓口）

利　　用
できる方

御代田町に住民登録のある
70歳以上の方

御代田町に住民登録がある70歳未満の方で、
次のいずれかを所持する方
◦身体障害者手帳１～３級
◦療育手帳Ａ
◦精神障害者保健福祉手帳１級

利用可能
枚　　数

１人につき48枚まで利用可能です。
ただし、年度途中に70歳に達した場合は
該当月数分（１月あたり４枚）となります。

１人につき48枚まで利用可能です。
ただし、年度途中に70歳に達する場合や、障
害者手帳等を取得した場合などは該当月数分

（１月あたり４枚）となります。
受　　付
開 始 日

４月１日（火）から購入できます。
※３月３日（月）から事前受付を開始します。 ４月１日（火）から購入できます。

購入時の
持 ち 物

本人確認書類
（マイナンバーカード、健康保険証、免許証等） 利用者の障害者手帳等（原本）

代理申請 申請書の委任欄の記入が必要です（必ず利用
者本人が記入してください）。 利用者の障害者手帳等（原本）

利用方法

◦町の窓口で助成券を６枚（1,800円）単位で購入します。
◦１枚につき1,000円分まで利用できます。
◦1,000円を超えた金額については、その都度ご自分でお支払いください。
◦１回の乗車で複数枚使うこともできますが、おつりはでません。
◦タクシー券が利用できるのは「（有）軽井沢観光タクシー」「松葉タクシー（有）」です。

※購入申込書は、町ホームページからもダウンロードできます。

　令和６年度のタクシー利用助成券・障害者福祉タクシー利用助成券の有効期限は３月
31日（月）までです。期限までに利用できなかったタクシー券は翌年度に繰り越すことが
できませんので、それぞれの窓口へ代金の払戻請求をしてください。

払戻受付期限 ４月30日（水）まで
持ち物　●使用しなかったタクシー券　●振込先口座番号（返金は口座振込のみとなります）

払い戻しのご案内
ご注意

ください

みよた広報 やまゆり  2025年3月号（10）（11）みよた広報 やまゆり  2025年3月号


